
設置要綱 出席者 随行者

第３条
第１項１号

市長又はその指名する者 長崎市 まちづくり部長　片江　伸一郎

第３条
第１項２号

長崎運輸支局長
又はその指名する者

九州運輸局長崎運輸支局 運輸企画専門官　白濱　利紀 1名

長崎自動車㈱ 執行役員自動車部長　海田　純治 -

長崎県交通局 乗合事業部長　柿原　幸記 -

県バス協会 専務理事　峯　比呂志 -

市タクシー協会 専務理事　船家　和之 -

三原校区連合自治会 会長　中西　賢一 -

伊良林校区連合自治会 会長　金谷　繁臣 -

北大浦地区連合自治会 会長　中野　吉邦 -

金堀町西部自治会 会長　高比良　末男 -

西北校区自治連合会 会長　中田　眞利子 -

一般旅客自動車運送事業者の事
業用自動車の運転者が組織する
団体

長崎私交通労働組合 書記長　山口　誠治 -

道路管理者 長崎市土木総務課 課長補佐　堺　信也 -

公安委員会 長崎県警察本部
交通部交通規制課 企画規制標識標示補佐
中谷　敏憲

1名

ラッキー自動車㈱ 営業本部課長　尾崎　二郎 -

愛宕交通㈱ 代表取締役社長　馬場　雅朗 -

文化タクシー㈱ 代表取締役社長　深堀　勝之 -

新城山交通㈱ 統括部長　野田　正 -

㈲住吉タクシー 専務　春田　篤志 -

長崎市まちづくり部

令和4年度第3回長崎市公共交通活性化協議会　名簿

構成員

第３条
第１項４号

一般旅客自動車運送事業者が組
織する団体

政策監　赤倉　史明

第３条
第２項

運行事業者

事務局
長崎市まちづくり部
公共交通対策室

第３条
第１項３号

一般乗合旅客自動車運送事業者
その他の一般旅客自動車運送事
業者

第３条
第１項５号

住民又は旅客

　　　菊川　玲奈

　　　岩崎　凌太

技師　末吉　聖次

係長　谷口　匠

室長　金原　哲治


